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運賃
運賃は、「時間制運賃」と
「キロ制運賃」の合算額です。

貸切バスの運賃・料金には、乗客の皆様が安

心してバスを利用することができるよう、安全
に関するコストが含まれております。

そのため、貸切バスの運行にあたっては、国
に届けられた運賃・料金の下限額未満での金額
により運行することは法律上禁止されておりま
す。

また、手数料が過大である場合についても、
法令違反の対象となる可能性があります。

旅行業者と貸切バス事業者の適正な取引を推
進するため、本制度について、皆様のご理解・
ご協力をお願いいたします。
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料金
貸切バスの運行行程等に応じて
料金の支払が必要になります。

22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間（回送時間を含
む）が含まれた場合、含まれた時間に係る１時間あたりの運賃及び交
替運転者配置料金の１時間あたり料金については、２割の割増を適用
する。

次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増
率を適用することができる。
① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価
格を標準的な座席定員で除した単価より７０％以上高額である車両。

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運
転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運
転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。
なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、
同乗した ものとして料金を適用するものとする。

実費
運賃・料金以外の経費が発生する場合
にも支払が必要になります。

利用者の求めにより、運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その
実費を負担していただきます。

例：ガイド料、有料道路利用料、駐車料、乗務員宿泊料 等

①深夜早朝運行料金

②特殊車両割増料金

③交替運転者配置料金



【参考】各地域毎の公示運賃額

距離：1㎞あたり単価
時間：1時間あたり単価

＜車種区分の定義＞
大型・・・車両の長さ９メートル以上又は旅客席数５０人以上
中型・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小型・・・全長６メートル以上８メートル以下かつ旅客席数３３名以下

（旧基準：「車両の長さ７メートル以下で、かつ旅客席数２９人以下」）
コミューター・・・車両長６メートル未満かつ旅客席数１４人以下の車両

中部北陸信越関東東北北海道

下限額下限額下限額下限額下限額

時間距離時間距離時間距離時間距離時間距離

7,4301507,0301607,1901707,1301806,080150大型

6,2701305,9301406,0701506,0201605,130130中型

5,4901105,1901205,3201305,2701404,500110小型

4,9001004,6301104,7401204,7001204,010100コミューター

沖縄九州四国中国近畿

下限額下限額下限額下限額下限額

時間距離時間距離時間距離時間距離時間距離

5,7102106,9201506,9401506,8902008,040170大型

4,8201805,8401305,8601305,8201706,790140中型

4,2201605,1101205,1301105,0901505,950120小型

3,7601404,5601004,5701004,5401305,300110コミューター



各地方運輸局・運輸支局等の連絡先一覧各地方運輸局・運輸支局等の連絡先一覧


